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お
知
ら
せ

退
職
金
設
計
は
安
心
な
中
退
共
で

　
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
は
、
中
小

企
業
の
た
め
の
国
の
退
職
金
制
度
で
す
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

特
色
＝
❶
掛
け
金
の
一
部
を
国
と
市
が
助

成
❷
掛
け
金
は
税
法
上
、
全
額
非
課
税
❸

加
入
後
掛
け
金
月
額
の
変
更
も
可
能
❹
パ 

ー
ト
タ
イ
マ
ー
な
ど
短
時
間
労
働
者
も
加

入
可
能
❺
掛
け
金
は
預
金
口
座
か
ら
振
替
。

退
職
金
は
直
接
退
職
者
に
支
払
わ
れ
る
た

め
管
理
が
簡
単

問
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

☎
０
３
‐
６
９
０
７
‐
１
２
３
４

定
例
市
議
会
は
ネ
ッ
ト
中
継
の
視
聴
を

　
第
２
回
定
例
市
議
会
の
日
程
は
左
表
の

と
お
り
で
す
。
本
会
議
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
生
中
継
。
ス
マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
な
ど
か
ら
も
視
聴
で
き
ま
す
。
左
記
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

木
造
住
宅
を
耐
震
診
断

　
耐
震
診
断
調
査
資
格
者
が
耐
震
診
断
を

実
施
。
地
震
に
弱
い
部
分
や
倒
壊
す
る
可

能
性
の
有
無
を
調
べ
ま
す
。
耐
震
性
が
不

足
す
る
場
合
は
、
耐
震
改
修
工
事
な
ど
に

関
す
る
説
明
や
相
談
を
し
ま
す
。

対
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
市
内
の
木

造
住
宅
。
❶
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

着
工
し
た
一
戸
建
て
の
住
宅
か
併
用
住
宅

（
住
宅
部
分
の
床
面
積
が
２
分
の
１
以
上
）

❷
平
屋
か
２
階
建
て
❸
在
来
軸
組
工
法
で

建
築

持
印
鑑
や
確
認
通
知
書
な
ど
の
図
面
（
建

築
確
認
時
の
図
面
が
な
い
場
合
は
別
途
費

用
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

￥
１
，
０
０
０
円

申
12
月
22
日
㈬
ま
で
に
市
役
所
建
築
指
導

課
（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
２
）

へ
直
接塀

や
フ
ェ
ン
ス
設
置
前
に
確
認
を

　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
や
フ
ェ
ン
ス
は
設
置
前
に

２
項
道
路
に
該
当
す
る
か
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。
２
項
道
路
と
は
、
幅
員
４
㍍
未
満

問
議
会
事
務
局

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
９
２
３

教
育
委
員
会
定
例
会
の
傍
聴

時
６
月
14
日
㈪
14
時

場
市
役
所
11
階
北
会
議
室

対
一
般
、
先
着
10
人

申
当
日
13
時
30
分
～
50
分
に
会
場
へ
直
接

問
教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
０
２

都
市
計
画
変
更
案
閲
覧
と
公
聴
会

　
都
市
計
画
の
変
更
案
の
閲
覧
と
公
聴
会

を
実
施
し
ま
す
。

変
更
内
容
＝
〈
駒
寄
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
周
辺

地
区
〉
❶
区
域
区
分
を
変
更
し
市
街
化
調

整
区
域
か
ら
市
街
化
区
域
へ
❷
工
業
団
地

造
成
事
業
の
決
定
❸
用
途
地
域
を
変
更
し

用
途
地
域
無
指
定
か
ら
工
業
専
用
地
域
へ

〈
山
王
駒
形
地
区
〉
❹
用
途
地
域
を
変
更

し
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
か
ら
第

一
種
住
居
地
域
へ

時
６
月
４
日
㈮
～
18
日
㈮
（
土
日
曜
を
除

く
）、
８
時
30
分
～
17
時
15
分

場
市
役
所
都
市
計
画
課
（
❶
❷
は
県
庁
都

市
計
画
課
、
前
橋
土
木
事
務
所
で
も
）

公
述
申
出
書
の
提
出
＝
公
聴
会
で
意
見
の

発
表
を
希
望
す
る
公
述
人
は
、
６
月
18
日

㈮
ま
で
に
郵
送
で
。住
所
・
氏
名
・
年
齢
・

職
業
・
変
更
案
に
つ
い
て
利
害
関
係
と
意

見
の
要
旨
（
４
０
０
字
以
内
）
を
記
入
し
、

の
道
で
、
市
が
指
定
し
た
も
の
。
後
退
の

義
務
が
生
じ
、
後
退
部
分
に
は
建
築
物
や

門
、
塀
の
設
置
が
で
き
ま
せ
ん
。
後
退
部

分
の
土
地
を
市
に
寄
付
・
無
償
貸
与
す
る

こ
と
を
条
件
に
整
備
を
し
て
い
ま
す
。

問
建
築
指
導
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
２

外
装
改
修
工
事
に
補
助

　
自
宅
の
屋
根
や
外
壁
、
雨
ど
い
な
ど
の

外
部
に
面
し
て
い
る
部
分
の
改
修
工
事
費

を
補
助
し
ま
す
。
必
ず
事
前
に
空
家
利
活

用
セ
ン
タ
ー
に
相
談
を
。
事
前
相
談
が
な

い
場
合
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。
固
定

資
産
税
の
納
税
通
知
書
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

時
・
場
〈
７
月
１
日
㈭
・
２
日
㈮
〉
市

役
所
３
階
32
会
議
室
〈
７
月
５
日
㈪
～
14

日
㈬
〉
市
役
所
建
築
住
宅
課

対
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
住
宅
で
、

建
築
年
の
古
い
順
に
１
５
０
件
。
❶
着
工

前
で
あ
る
❷
60
歳
以
上
の
人
が
居
住
し

て
い
る
❸
築
25
年
以
上
経
過
し
て
い
る

❹
居
住
し
て
い
る
人
の
中
に
昨
年
の
所
得

金
額
が
５
０
０
万
円
以
上
の
人
が
い
な
い

❺
過
去
に
外
装
改
修
事
業
の
補
助
を
受
け

て
い
な
い
❻
工
事
契
約
の
相
手
は
市
内
業

者
で
あ
る

補
助
額
＝
工
事
費
の
３
分
の
１
（
上
限
10 

万
円
）

問
建
築
住
宅
課
内
同
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
０
８
１

❶
❷
は
県
庁
都
市
計
画
課
❸
❹
は
市
役
所

都
市
計
画
課
へ

●
公
聴
会

　
傍
聴
希
望
者
は
当
日
会
場
へ
直
接
お
越

し
く
だ
さ
い
。
公
述
人
が
い
な
い
場
合
は

公
聴
会
の
開
催
を
中
止
。
各
閲
覧
場
所
と

本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

時
６
月
30
日
㈬
14
時

場
市
役
所
３
階
33
会
議
室

問
市
都
市
計
画
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
３

地
区
計
画
の
原
案
を
縦
覧
し
ま
す

　
駒
寄
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
周
辺
地
区
の
地
区

計
画
決
定
の
原
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

時
６
月
４
日
㈮
～
18
日
㈮
（
土
日
曜
を
除

く
）、
８
時
30
分
～
17
時
15
分

場
市
役
所
都
市
計
画
課

意
見
書
の
提
出
＝
計
画
案
に
意
見
の
あ
る

土
地
所
有
者
な
ど
は
６
月
25
日
㈮
ま
で
に

意
見
書
を
市
役
所
都
市
計
画
課
へ

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
３

一
部
地
域
の
地
番
が
変
更

　
二
中
地
区
（
第
三
）
土
地
区
画
整
理
事

業
に
つ
い
て
、
５
月
14
日
に
県
知
事
が
換

地
処
分
を
公
告
。
地
番
が
変
更
さ
れ
、
建

築
な
ど
に
必
要
な
土
地
区
画
整
理
法
第

76
条
申
請
と
施
行
者
へ
の
土
地
所
有
権
異

動
届
の
提
出
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。
な

監
査
の
結
果
を
見
ら
れ
ま
す

　
本
市
の
財
務
事
務
な
ど
の
監
査
結
果
を

公
表
し
て
い
ま
す
。

場
市
役
所
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、各
支
所
・

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
。
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す

問
監
査
委
員
事
務
局

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
６
３
６

寄
付
禁
止
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て

　
政
治
家
が
選
挙
区
内
に
住
む
人
へ
寄
付

す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

有
権
者
が
政
治
家
名
義
の
寄
付
を
求
め
る

こ
と
も
禁
止
で
す
。
贈
ら
な
い
・
求
め
な

い
・
受
け
取
ら
な
い
。
寄
付
禁
止
の
ル
ー

ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
４
２

住
宅
関
係
相
談
会
の
開
催

　
住
宅
に
関
す
る
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

時
６
月
26
日
㈯
・
27
日
㈰
、
13
時
～
18
時

場K'BIX

元
気
21
ま
え
ば
し
内
に
ぎ
わ
い

ホ
ー
ル

●
耐
震
診
断
・
改
修
補
助
の
相
談

　

昭
和
56
年
以
前
に
建
築
し
た
木
造
住

宅
に
居
住
し
、
耐
震
性
に
不
安
が
あ
る
人

な
ど
を
対
象
に
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

確
認
通
知
書
や
図
面
な
ど
の
資
料
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

問
建
築
指
導
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
２

●
無
料
出
張
住
宅
相
談
会

　

住
宅
に
関
す
る
法
律
、
税
金
、
建
築
、

登
記
、
資
金
、
不
動
産
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
な
ど
の
専
門
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
相
談

に
応
じ
ま
す
。

申
６
月
25
日
㈮
ま
で
に
県
住
宅
供
給
公

社
ぐ
ん
ま
住
ま
い
の
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
１
０
‐
６
６
３
４
へ

　戦争体験者の講演を記録した冊子
「戦争の記憶を語る～平和への思い
を後世へ」の配布と、講演会の映像
を編集したＤＶＤの貸し出しをしま
す。冊子は数に限りがあります。

申生涯学習課
☎027-210-2198へ

後世に引き継ぐため
戦争体験の記録を配布します

定例市議会日程

日時 会議名

６月10日㈭ 13時 本会議

６月17日㈭

10時
本会議

（総括質問）
６月18日㈮

６月21日㈪

６月29日㈫ 13時 本会議

お
、
９
月
中
旬
に
予
定
の
不
動
産
登
記
の

書
き
換
え
完
了
ま
で
、
所
有
権
移
転
や
抵

当
権
の
設
定
な
ど
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

対
象
地
域
＝
朝
日
町
一
丁
目
・
二
丁
目
・

三
丁
目
、
三
河
町
一
丁
目
・
二
丁
目
、
西

片
貝
町
五
丁
目
、
城
東
町
五
丁
目
の
各
一
部

問
市
街
地
整
備
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
６
３

総
合
福
祉
会
館
の
抽
選
予
約
受
付

　
10
月
か
ら
12
月
ま
で
の
総
合
福
祉
会
館

と
第
四
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
施
設

利
用
予
約
を
受
け
付
け
。
利
用
者
は
抽
選

で
決
定
し
ま
す
。
申
し
込
み
方
法
な
ど
詳

し
く
は
同
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
同
館

☎
０
２
７
‐
２
３
７
‐
０
１
０
１

産
業
廃
棄
物
の
報
告
は
忘
れ
ず
に

　

事
業
活
動
で
排
出
さ
れ
る
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類
や
ガ
ラ
ス
く
ず
な
ど
は
産
業
廃

棄
物
で
す
。
こ
れ
ら
を
排
出
す
る
と
き
は
、

産
業
廃
棄
物
管
理
票
（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
）

の
交
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
昨

年
度
中
に
交
付
し
た
事
業
者
は
、
産
業
廃

棄
物
管
理
票
交
付
等
状
況
報
告
書
を
作
成

し
、
６
月
30
日
㈬
ま
で
に
市
役
所
廃
棄
物

対
策
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
０
５


